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第１章 はじめに 

バイオテクノロジーは，医療機器，医薬品，診断・予防・治療技術に留まらず，農

業・食料品，環境，エネルギーなど幅広い産業にインパクトを与えつつある技術領域

である。日本では，1995 年の科学技術基本法及び 1996 年から始まる科学技術基本計

画，また，2002 年の BT 戦略大綱策定などを通じて，国家戦略目標である 4 つの重点

科学技術分野（バイオテクノロジー，情報技術，環境，ナノテク・材料）の一つと位

置付けられることとなった。そして，1990 年代後半以降，日本のバイオテクノロジー

分野への公的部門による研究開発費は急激に増加してきた。バイオテクノロジー分野

では，公的研究機関や大学など公的部門の役割が重要であるとする考え方が広く浸透

してきたことを物語っている。 

 本報告書では，1991 年から 2002 年にかけて日本に優先権を有するバイオ特許の出

願人属性（企業，大学，公的研究機関など）及び共同出願人の組合せによって，特許

価値がどのように異なってくるかを検討する1。また，1998 年の大学等技術移転促進法

（TLO 法）及び 1999 年の産業活力再生特別措置法（日本版バイ・ドール法）など，

公的部門を対象とするプロパテント政策の導入が，日本のバイオ特許の価値にどのよ

うなインパクトを与えたかを検討する。その際，出願人の帰属先が公的部門・民間部

門の何れであるのか，あるいは両者を跨ぐ共同出願人の組合せとなっているかという

点に特に注目する。 

技術市場（technology market）及びその基底をなす研究開発競争（あるいは技術革新

市場: innovation market）の実態を把握しようとする際には，公的部門と民間部門の代

替・補完関係がどのように機能しているかという視点が大切である。研究開発プロセ

スでは，公的部門と民間部門との間で，産業・技術分野ごとにさまざまな相互依存関

係があると推測されるからである2。仮に技術市場を「世界」と画定することが適切で

あるとみなされる場合でも，そもそも取引対象となる技術が生み出されるプロセスは，

産学官にわたって国ごとに多様な制度的条件のもとで営まれていることに十分に留意

すべきである3。特に，ライフサイエンスのように，公的研究機関や大学の役割が科学

                                                  
1 ここで優先権とは，同一の発明について複数の国に特許出願等を行う場合に，第１国への最

初の出願の日から 12 月の期間内に行われた他の出願等により，後の出願は不利な取扱いを受け

ず，第三者のいかなる権利も発生させない権利のことである。 
2 この点について，より詳しくは David et al. (2000)を参照されたい。なお，「技術革新市場」と

は，研究開発段階の競争を競争政策上の市場の画定に応用した米国知的財産ガイドラインで定

義されている概念である。この点について詳しくは，岡田(1999)を参照されたい。 
3 国単位で産学官連携の機能を検討する本報告書の立場は，「ナショナル・イノベーション・シ

ステム」の考え方に沿ったものである。ナショナル･イノベーション･システムとは，企業，大
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研究を進めるうえできわめて重要とみなされる分野では，公的部門の果たす役割の違

いが，国ごとに，技術市場あるいは技術革新市場の機能に大きな違いを生んでいる可

能性は高い。 

サイエンス型産業と呼ばれるバイオ・医薬品産業では，1980 年代以降，公的部門の

果たす役割はきわめて大きなものとなっている4。したがって，バイオ・医薬品産業の

競争実態を調査する際にも，その競争の基礎的条件を提供している公的部門への理解

が必須である。ただし，公的部門と民間部門の境界はしばしば不明確とならざるをえ

ない。この境界線は，技術・産業ごとに，また科学技術政策，知的財産政策のあり方

によって異なってくる点にも注意が必要である。 

産学官連携の成果の現れ方は多様かつ長期にわたるので，そのパフォーマンスを評

価することは難しい課題である。例えば，米国で 1980 年に初めて導入され，その後日

本を含め多くの国々で導入されてきたバイ・ドール法は，公的部門の研究成果を効果

的に民間部門に移転するためには，公的部門の研究成果を特許化し，その独占的実施

権を民間部門へライセンスすることが効果的な技術移転の手段となり得るという見方

に立つ。しかし，米国等の先行研究（Levin et al. 1987, Cohen et al. 2002, Mowery et al. 2002, 

Mowery and Sampat 2005 など）では，医薬品などバイオ分野を除けば，公的部門の直

接的な貢献はそれほど明確なものではない。Mowery and Sampat (2005)は，米国の大学

の組織上の特徴や研究能力を考慮することなく，他国がバイ・ドール法をそのまま安

易に導入しても，期待された効果すなわち特許化を通じた大学等の公的部門から産業

界への技術移転を促進することは難しいと論じている。 

本報告書では，日本の公的部門へのプロパテント政策として特に重要と思われる

1998 年の TLO 法及び 1999 年の日本版バイ･ドール法に注目する。後に詳しく述べる

ように，これら施策が公的研究機関や大学の特許出願性向を大きく高めたことはおそ

らく間違いない。しかし，真に重要な点は，これら施策によって，公的部門で生み出

される新しい科学技術のうちで，重要度の高いものが特許化されているか否かである。

特許化の際に，出願人が専有化・商用化を常に念頭においているとは限らない。外部

機関による研究評価，技術の標準化，特許ライセンシングにおける交渉など，特許化

を促す要因は多様である。 

                                                                                                                                                  
学，政府のインタラクションを通じて国全体のイノベーション・システムが進化していくプロ

セスを重視する考え方である。詳しくは Nelson et al. (1993)を参照されたい。また，最近の研究

動向については岡田 (2006)を参照されたい。 
4 後藤・小田切 (2003)を参照されたい。 



 3

また，公的部門に属する研究者の特許化のインセンティブは，民間部門に属する研

究者とは大きく異なっている。公的部門に属する研究者は歴史的にみて「知的コモン

ズ（intellectual commons）」を生み出すことを最も重視してきたという主張にも相当の

合理的理由がある（Argyres and Liebeskind, 1998）。民間部門と公的部門の間では，特許

化に拠らず間接的な方法によって自由に知識情報が流通する方がむしろ望ましいかも

しれないのである。特許化によって自由な知識の流通が阻害される状況への懸念は，

とくにバイオテクノロジー分野で強まっている。この懸念は「アンチコモンズの悲劇

（tragedy of anti-commons）」とも呼ばれている（Heller and Eisenberg, 1998）。 

本報告書では，特許データに依拠して，産学官によって出願された特許，あるいは

共同出願特許について，その動向分析及び価値指標との相関をみようとするものであ

る。したがって，産学官連携にかかる諸施策及びその結果としての特許出願状況やそ

の価値について，包括的・断定的な評価を下そうとするものではない。ただし，特許

に依拠した評価基準に基づく分析は，政府による特許政策と産学官連携との複雑な関

わり方を考察する際に有益な情報源となる。また，出願段階の特許データを元に分析

を行うことにより，製品市場と異なり，従来あまり検討されてこなかった技術市場，

さらには技術革新市場についても，複雑な競争の実態を窺い知るための手がかりにも

なるであろう。 

本報告書の構成は以下のとおりである。第 2 章では，1990 年代後半以降に積極的に

導入された産学官に関わる諸施策について簡単に述べる。第 3 章では，本報告書で利

用するバイオテクノロジー関連特許データについて，利用したデータソース，バイオ

技術の定義，出願人属性のマッチングの手続きについて述べる。第 4 章では，技術分

野別，出願人タイプ別にみた日本のバイオ特許の特性について述べる。第 5 章では，

本報告書の分析で使用した各特許指標について概観した後，出願人属性・共同出願パ

ターン等が，引用情報等によりウェイト付けされた特許価値といかなる相関を持つか

を検討する。第 6 章では，第 5 章で触れた特許価値指標を被説明変数に，産学官連携

を促進するための主要な施策が制定された 1998 年及び 1999 年のダミー変数を用い，

これらの制度の前後で産学官のいずれかの共同出願による特許の価値にどのような変

化がみられたのかを検討する。第 7 章で結語を述べる。 
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第２章 産学官連携にかかわる諸制度 

日本では，1995 年に制定された「科学技術基本法」以来，イノベーションを促進す

るための様々な科学技術政策が導入されてきた。そして，1996 年度から 5 か年ごとに

「科学技術基本計画」が策定されてきた。産学官連携を促進するために日本に導入さ

れた主な施策は表 1 のとおりである。 

 

表 1 我が国における産学官連携のための主な政策（1995～2003 年） 

年 政策 産官学連携に関する規定等

1995 科学技術基本法
国による科学技術の振興に関する総合的な施策の策定と実施の責務，科学技術の振興に関
する総合的かつ計画的な推進を図るため，政府による科学技術の振興に関する基本的計画
（科学技術基本計画）策定の義務付けを規定した法律。

1996～2000 第１期科学技術基本計画

科学技術基本法に基づき，平成8年度から12年度までの5年間の科学技術政策を具体化する
ものとして策定されたもの。国立試験研究機関に任期付任用制を導入すること，ポスドク
等1万人支援計画を平成12年度に達成すること，平成8年度から12年度までの科学技術関係
経費の総額の規模を約17兆円にする等掲載。

1998 大学等技術移転促進法
「ＴＬＯ法」と呼ばれている。大学や国の試験研究機関等における技術に関する研究結果
を，ＴＬＯ（技術移転機関）を介して民間事業者へ技術移転することを可能にした法律。
特許料の一部減免措置，実施料等収入の還流などがＴＬＯに認められる。

1998 研究交流促進法 一定の条件を満たした場合に国有の試験研究施設等の使用の対価を時価より低く設定。

1999 産業活力再生特別措置法
「日本版バイ・ドール法」と呼ばれている。国が，その委託に係る技術に関する研究の成
果に係る特許権等について，一定の条件が満たされれば受託者から譲り受けないことを可
能に。

1999 新事業創出促進法
「日本版SBIR」と呼ばれている。一定の条件を満たした中小企業者に対し，新技術に関す
る研究開発のための補助金，委託費その他相当の反対給付を受けない給付金を国等から交
付。

2000 産業技術力強化法
民間への技術移転のための国公立大学教官及び国公立試験研究所研究員の民間企業役員の
兼業規制緩和，大学及び大学教官に対する特許料等の軽減，ＴＬＯの国有財産（国立大学
キャンパス）の無償使用措置等。

2001 総合科学技術会議（ＣＳＴＰ）
我が国全体の科学技術を俯瞰し，各省より一段高い立場から，総合的・基本的な科学技術
政策の企画立案及び総合調整を行うことを目的として平成13年1月に設置（議長は内閣総理
大臣）。

2001～2005 第２期科学技術基本計画
平成13年度から17年度までの政府研究開発投資を総額約24兆円投資し，ライフサイエンス
分野，情報通信分野，環境分野及びナノテクノロジー・材料分野の4分野に対して特に重点
を置き，優先的に研究資源を配分。

2002 バイオテクノロジー戦略大綱
平成14年7月以降，我が国としてバイオテクノロジー戦略を早急に樹立し，必要な政策を強
力に進めていくために，ＢＴ戦略会議を開催しているところ，平成14年12月バイオテクノ
ロジー戦略大綱を決定。

2002 知的財産基本法
知的財産の創造，保護及び活用に関し，基本理念及びその実現を図るために基本となる事
項を定め，国，地方公共団体，大学等及び事業者の責務を明らかにした法律。本法によ
り，知的財産戦略本部が2002年に設立。

2003 国立大学法人法
国立大学を各大学ごとに法人化し,国立大学法人を設立。教職員の身分が非公務員化。文部
科学大臣の認可を受けた上，承認TLOへの出資が可能に。

 

 

まず 1998 年に「大学等技術移転促進法」（TLO 法）が制定された。これにより，大

学や国の試験研究機関等における技術に関する研究結果を民間事業者へ技術移転する

ための技術移転機関（TLO）が整備された。また，「研究交流促進法」の改正により，

産学共同研究に係る国有地の廉価使用の許可が行われることになった。 

翌 1999 年には，中小企業に対して新技術に関する研究開発のための補助金等を国等
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から交付する新事業創出促進法の制定により，「中小企業技術革新制度」（日本版 SBIR

制度）が整備された。また同年には，「産業活力再生特別措置法」（いわゆる「日本版

バイ・ドール法」）も制定されている。同法では，国の委託によって生まれた研究成果

に係る特許権等について，一定の条件が満たされれば受託者から譲り受けないことを

可能とするバイ・ドール条項や，承認 TLO（大学等技術移転促進法に基づき事業計画

が承認された技術移転事業者。以下同じ）の母体たる大学・大学教官に対する特許料

等の軽減，TLO の国有財産（国立大学キャンパス）の無償使用措置などが規定されて

いる。 

2000 年には，「産業技術力強化法」により，国立大学等の研究者による民間企業役

員兼業規定の整備が行われた。また，2003 年の「国立大学法人法」によって，教職員

の身分が非公務員化され，承認 TLO への出資が可能となるなどの制度変更が行われた。

これら施策の導入経過をみると，1998 年～1999 年に多くの産学官連携のための諸施策

が集中的に導入されたことが分かる。また，その後も補完的施策が継続的に導入され

ている。 

このうち，本報告書では，公的部門へのプロパテント政策として特に重要と思われ

る 1998 年の TLO 法及び 1999 年の日本版バイ･ドール法に注目する。これら施策が公

的部門の特許出願を刺激したことは，後に詳しくみるように間違いない。しかし，繰

り返しになるが，この時期を画期として，大学や公的研究機関など公的部門の「重要

な」研究成果が特許化されるようになったか否かは自明ではない。本報告書の主要な

問題意識はまさにこの点にある。 
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第３章 特許データの概要 

3.1 データソース 

本報告書で用いる特許データの主なソースは次のとおりである。まず，『ダウエント･

イノベーション・インデックス（Derwent Innovation Index：DII）』及び『ダウエント・

ワールド・パテント・インデックス（Derwent World Patent Index：DWPI）』(いずれも

Thomson ISI 社による。以下「ダウエント」という。）から，日本に優先権のあるバイ

オテクノロジー関連特許（表２）を抽出した。 

次に，出願人情報を『IIP データベース』（財団法人知的財産研究所）及び特許庁電

子図書館から抽出した。また，上場企業が出願人である場合の名寄せに際しては，『企

業財務データベース』（日本政策投資銀行）の情報を一部利用した。また，財団法人日

本バイオインダストリー協会の会員であるか否かの情報を利用した。 

 

3.2 抽出データの特性 

分析に利用したデータベースの構築作業の手順は次のとおりである。まず，ダウエ

ントの特許データベースから，基本となる特許データ・セットの抽出を 2004 年 3 月 1

日に行った。優先権主張国が日本，優先権主張日が 1991 年 1 月 1 日以降の特許を抽出

の対象としている。技術分野について，特許庁(2003)によって定義されるバイオテクノ

ロジー関連技術 19 分類の検索式 19 本を利用した。これら検索式は，基本的には国際

特許分類（International Patent Classification: IPC）及び当該技術に関連する複数のキー

ワードを組み合わせて作られたものである。 

一般に特許の経済分析では，対象となる特許の定義によって分析結果が影響を受け

る可能性が大きい。したがって，バイオテクノロジー特許の定義を最初に明確にして

おくことが重要である。本分析において利用した定義の概要は表 2 に示されている。

①バイオテクノロジー基幹技術，②ポスト・ゲノム関連技術，③その他の技術の 3 種

類に大別される｡これら 19 の技術分類では，あるバイオ特許が複数の技術分類に該当

する技術内容をもつことがあり得ることに注意する必要がある。 

バイオテクノロジーの 19 本の検索式及び上述のデータの規格にしたがって，ダウエ

ントから特許データを抽出したところ，全部で 30,938 件の特許データが得られた。抽

出した特許書誌情報は，出願番号，出願日，登録日，優先権主張国，IPC，出願人，特

許国，特許種別コード，特許番号，前方引用件数（詳細は後述。以下の情報につき同

じ），後方引用件数，優先権を共通に持つ特許（特許ファミリー）である。これらの情
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報を詳細に検討し，無関係あるいは明確に誤りと判断できるデータを除外した 30,502

件の特許データを以下の分析に利用する基本的データ・セットとした。 

 

表 2 本分析において利用した 19 技術分野の定義 

# 技術分野名称 技術概要

1 遺伝子工学技術
遺伝子の試験管内組換え技術，遺伝子工学に関するDNA／RNA，ベクター／
プラスミド，宿主等およびその調製，使用（方法），それにより得られた
／そこで使用する新規遺伝子／蛋白質

2 遺伝子解析技術
SNPs，多型を含む遺伝子の配列等，DNA構造情報を解析する技術，その過
程に用いられるバイオインフォマティクス技術

3 発生工学技術
分子レベルで発生／分化を研究する発生学の知見に基づく細胞の操作／分
化／増殖，その技術を応用して得られた新規な動物や細胞

4 蛋白工学技術
蛋白質の構造の一部を人為的に改変して蛋白質の機能を改変する技術，そ
の過程に用いられるバイオインフォマティクス技術，それにより得られた
改変体（遺伝子，蛋白質）

5 糖鎖工学技術
糖鎖およびその構造／機能解析，糖鎖合成関連遺伝子，糖鎖を修飾するこ
とにより蛋白質や細胞の機能に変化をもたらす技術，それにより得られた
糖鎖等，およびその生産

6 遺伝子機能解析技術 遺伝子機能を実験的に解析する機能解析技術

7 蛋白質構造解析技術
蛋白質の配列と高次構造を決定する技術，蛋白質の構造／機能をインシリ
コで解析する技術（ﾌﾟﾛﾃｲﾝｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ）

8 蛋白質機能解析技術 蛋白質の機能を実験的に解析する技術

9 糖鎖遺伝子技術
糖鎖の生合成，転移に関与する酵素遺伝子／蛋白質とそれに関連する技
術，その利用

10 ゲノム創薬技術
疾患関連遺伝子の同定技術，得られた新規遺伝子／蛋白質，ポスト・ゲノ
ム関連技術により医薬のリード化合物を探索，決定，最適化する技術

11
遺伝子治療・診断技
術

遺伝子導入により疾病を治療したり，遺伝情報により診断を行う技術

12
ナノバイオテクノロ
ジー

分子や細胞の観察，測定，機能解析技術，分子や細胞の操作技術，ナノ構
造体作成技術

13
バイオインフォマ
ティクス

wetの系で得られた遺伝子，蛋白質，糖鎖等のデータより構造／機能に関
する情報を得る技術，上記情報を集積したデータベース，上記データベー
スより有用な情報を抽出／表示する技術，上記過程において利用される要
素技術

14 細胞
ライフサイエンス分野で用いられる動植物，ヒト細胞／組織，外来遺伝子
による修飾を受けた上記細胞，その培養装置

15 微生物・酵素
微生物，酵素，およびその生物触媒機能を利用して有用物質を製造する技
術

16 組換え植物 遺伝子組換え技術を応用した植物の育種改変，そのための要素技術

17 組換え動物 遺伝子組換え技術を応用した動物の育種改変，そのための要素技術

18 バイオ医薬品 バイオ医薬品およびそれを製造するバイオプロセス技術

19 バイオ化学品 生物的手法による化学品およびその生産技術

バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

基
幹
技
術

ポ
ス
ト
・
ゲ
ノ
ム
関
連
技
術

そ
の
他
の
技
術

 

 

3.3 出願人の名寄せ 

ダウエントによる出願人情報は英語標記であるところ，前記のデータベースから得
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られる英語の出願人名の中には不完全なものがみられた。また，登記上の法人名が合

併や名称変更があった場合など，出願人情報の英語標記と日本語標記とを完全に対応

付けることのできない特許が少なからず存在していた。したがって，出願人属性を正

確に把握するため，英語による出願人名を日本語による出願人名と対応させる作業を

行った。 

まず，個々の特許ごとに，共同出願人をクロス集計してグループ化した。次に，IIP

データベース（特許庁による「整理標準化データベース」を基にして構成されたデー

タベース）を利用して，出願番号・公開番号や登録番号などをプライマリー・キーと

して日本語標記による出願人名と英語表記の出願人名とをダウエントのデータ・セッ

トとマッチングさせた。英語出願人名と日本語出願人名が同一であると判断できる場

合には，その日本語標記の出願人名をそのまま採用することとした。ただし，出願時

点と現在時点で名称の異なる法人が数多く存在するので，出願時点での名称に統一し

て分類・整理した5。さらに，出願人の数や名称などの対応関係が不完全な特許につい

ては，特許庁電子図書館を利用して，公報ベースの出願人を確認して補完する作業を

行った。 

 

3.4 出願人タイプの分類 

上述の手続によって定義した出願人名に基づき，出願人タイプを，①民間企業（corp），

②公的研究機関（独立行政法人を含む）（gov），③大学（univ）6，④個人，⑤財団法人・

社団法人等，⑥その他・不明の 6 つに分類した。 

さらに，共同出願人の数が 2 以上の特許では，第一出願人がどのタイプに属するか

を元に，①民間企業－民間企業（corp-corp），②民間企業－公的研究機関（corp1-gov

及び gov1-corp），③民間企業－大学（corp1-univ 及び univ1-corp），及び④その他の組合

せのパターンに分類した。このように第一出願人の情報を元に分類を行ったのは，後

に述べるように，特許価値の計量分析において第一出願人の固定効果を導入している

ためである。 

これらのうち，corp-corp では，少なくとも 2 以上の出願人が民間企業であり，かつ

公的研究機関・大学に属する出願人が共同出願人に含まれないものを意味する。次に，

corp1-gov は，第一出願人が民間企業であり，少なくとも 2 以上の出願人が民間企業及

                                                  
5  IIP データベース（あるいは整理標準化データベース）では，出願時の出願人名称が記され

ているので，これを採用した。 
6  高等専門学校を含む。以下同じ。 
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び公的研究機関であり，かつ大学に属する出願人が含まれないものを意味する。

gov1-corp は，第一出願人が公的研究機関であり，少なくとも 2 以上の出願人が民間企

業及び公的研究機関であり，かつ大学に属する出願人が含まれないものを意味する。

また，corp1-univ は，第一出願人が民間企業であり，少なくとも 2 以上の出願人が民間

企業及び大学であり，かつ公的研究機関に属する出願人は含まれないものであること

を意味する。univ1-corp は，第一出願人が大学であり，少なくとも 2 以上の出願人が民

間企業及び大学であり，かつ公的研究機関に属する出願人は含まれないものであるこ

とを意味する。 

これらの分類を的確に行うためには，個人名の出願人の属性を明確に把握する必要

がある。なぜならば，出願手続では，個人の所属機関が明示されないからである。た

とえば，ほとんどの国立研究機関（あるいは国立大学）は 2001 年まで（国立大学は

2004 年まで）法人格を持たなかったため，出願人は所属機関長となるか，あるいは個

人名による出願がほとんどであった。しかし，これら特許も国立研究機関あるいは国

立大学における研究によって生み出された特許とみなせるものであり，個人発明家に

よる個人出願とみなすべきではない。また一部の民間企業では所属研究者が企業名と

ともに出願人に名前を連ねているケースも散見された。 

そこで，個人出願人の出願時点での所属機関が何であったかを，インターネット検

索エンジン（Yahoo!及び Google）を利用して，出来る限り明らかにするように努めた。

筆者 3 人及び研究協力者 2 名で手分けしてほぼ正味 3 ヶ月を要する作業を行った結果，

出願人タイプを，表 3 のとおり分類することができた。 
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表 3 出願人タイプ別データ数 

出願人タイプ データ数 

民間企業研究者による単独出願（corp） 21,664

公的研究機関研究者による単独出願（gov） 1,611

大学研究者による単独出願（univ） 995

少なくとも 2 以上の出願人が民間企業であり，かつ公的研究機

関・大学に属する出願人が共同出願人に含まれない共同出願

（corp-corp） 

1,420

第一出願人が民間企業であり，少なくとも 2 以上の出願人が民

間企業及び公的研究機関であり，かつ大学に属する出願人が含

まれない共同出願（corp1-gov） 

323

第一出願人が公的研究機関であり，少なくとも 2 以上の出願人

が民間企業及び公的研究機関であり，かつ大学に属する出願人

が含まれない共同出願（gov1-corp） 

536

第一出願人が民間企業であり，少なくとも 2 以上の出願人が民

間企業及び大学であり，かつ公的研究機関に属する出願人は含

まれない共同出願（corp1- univ） 

636

第一出願人が大学であり，少なくとも 2 以上の出願人が民間企

業及び大学であり，かつ公的研究機関に属する出願人は含まれ

ない共同出願（univ1- corp） 

460

上記に含まれない個人による出願 727

財団法人・社団法人等による出願 1,350

その他 628
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第４章 技術分野別・出願人別にみた出願件数の動向 

4.1 技術分野別出願動向 

上述した手続によって構築したデータ・セットについて，その基本的特徴を簡潔に

まとめることとする。図 1 から図 3 は技術分野別に日本のバイオ特許の出願推移を示

したものである。図 1 から明らかなように，日本では遺伝子組換え技術，遺伝子解析

技術に関連する特許の出願件数が比較的大きい。これら技術は，バイオ関連技術の中

でも基幹的かつ成熟した技術分野であると考えられる。 

これに対して，ポスト・ゲノム関連技術分野の特許件数（図 2）は，図 1 に示され

るごとく水準自体はそれほど大きくないものの，90 年代後半以降に出願件数が増加し

ている。また，製品に関連する技術分野（図 3 に含まれるバイオ医薬品やバイオ化学

品）では，それほど件数に目立った変化はみられない。バイオ医薬品やバイオ化学品

は日本ではまだ積極的に特許化される段階には至っていないといえよう。ただし，微

生物・酵素，細胞及びバイオインフォマティクスの出願件数の伸びが比較的大きいこ

とは注目に値する。 

 

 

図 1 技術分野別特許出願件数（バイオテクノロジー基幹技術） 
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図 2 技術分野別特許出願件数（ポスト・ゲノム関連技術） 
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図 3 技術分野別特許出願件数（その他の技術） 
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4.2 出願人タイプ別出願動向 

バイオ関連特許全体及び民間企業が単独出願人になっている特許の出願件数推移は

図 4 のとおりである。 

 

図 4 特許出願件数（合計，民間企業単独） 
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 バイオ特許全体の出願件数は，1999 年以降年間 2500 件を超え，明らかな増加傾

向にある。これに対し，民間企業単独による特許出願件数は，1999 年以降増加傾

向にあるものの，特許全体の出願件数の増加に大きく寄与しているとまではいえ

ない。 

 そこで，特許出願件数を出願人タイプ別に詳しくみてみよう。図 5 は，公的研

究機関，大学がそれぞれ単独の出願人となっている特許の出願件数推移を示した

ものである。公的研究機関による特許出願件数は趨勢的に増加傾向にあるものの，

1997～8 年ごろから明らかな増加に転じている。また，大学の出願件数も 1999 年

ごろを境に顕著に増加している。 

一方，2 以上の共同出願人を有する特許の状況を整理したのが，図 6 である。な

お，ここでは，corp1-gov と gov1-corp をまとめて corp-gov とし，corp1-univ と

univ1-corp とをまとめて corp-univ としている。 
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図 5 特許出願件数（公的研究機関単独，大学等単独） 
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図 6 特許出願件数（corp_corp, corp_gov, corp_univ） 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
優先年

corp_corp

corp_gov

corp_univ

 

共同出願の状況をみると，民間企業による共同出願（corp_corp），民間企業･公的研

究機関による共同出願（corp_gov），民間企業･大学による共同出願（corp_univ）とも
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に 1999 年まではわずかな増加ないし横ばいであったが，1999 年以降に増加基調に転

じている。特に民間企業･公的研究機関による共同出願（corp_gov），民間企業･大学に

よる共同出願（corp_univ）では，従前の出願件数が民間企業による共同出願に比して

少なかったこともあり，その出願件数の伸びは顕著である。 

以上，出願人タイプ別に特許出願件数を俯瞰していえることは，単独出願・共同出

願ともに，1990 年代末頃から，特に公的研究機関・大学による出願が顕著に増加した

ということである。これがどのような要因によるかは定かでない。しかし，先に指摘

した産学官連携施策が実施されてきた時期と，バイオ特許の出願が増加に転じた時期

とがほぼ一致することは示唆的である。 

また，全体に占める非民間部門による特許出願の比率を図 7 に示す。ここでも，図

6 同様，corp1-gov と gov1-corp をまとめて corp-gov とし，corp1-univ と univ1-corp とを

まとめて corp-univ としている。図 7 に示されるように，1990 年代後半以降に，非民間

部門による特許出願はその比率を高めつつあることが分かる。特許庁(2003)でも指摘さ

れているように，日本では非民間部門によるバイオ特許出願の比率が欧米に比較して

顕著に少なかった。しかし，1990 年代後半以降，政府・大学等の特許出願の全体に占

める比率は急速に高まりつつあるといってよい。 

 

図 7 出願人タイプ別特許出願件数の推移 
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4.3 公的研究機関の特許出願の特徴 

日本の公的部門による特許出願は，ごく少数の政府系研究機関によって占められて

いる。表 4 にあるように，1990 年代の公的研究機関による日本のバイオ特許の出願は，

科学技術振興機構，産業技術総合研究所，理化学研究所の 3 つの主要研究機関によっ

て全体の特許出願の 56.7%が占められていた7。これに，農林水産省系の研究機関 2 つ

を加えると，全体の特許出願全体の 7 割ほどが，5 つの系統の政府系研究機関によっ

て占められていることになる。政府の産学官連携施策及びプロパテント政策は，これ

ら機関の特許出願動向に集約された形で影響を与えていた可能性があると考えられる。 

 

表 4 公的研究機関によるバイオテクノロジー関連の特許出願件数（ベスト５） 

＃ 組織 
特許出

願件数 
％ 

トップ３ 

(％) 

トップ５ 

(％) 

1 （独）科学技術振興機構 676 25.1  

2 （独）産業技術総合研究所 528 19.6 56.7 

3 （独）理化学研究所 322 12.0  

4 （独）農業･生物系特定産業技術研究機構 191  7.1  

5 （独）農業生物資源研究所 177  6.6  

 

 

70.4 

 計 2692    

（注）１ 優先年が 1991 年から 2001 年のバイオテクノロジー関連特許が対象。 
   ２ 各研究機関の前身機関の組織による出願のものも含む。 
 

 

4.4 上場企業による産業別出願件数推移 

本分析では，前記 3.1 に記載のとおり，『企業財務データベース』（日本政策投資銀

行）の情報も一部利用している。具体的には上場企業に付されている東京証券取引所

の証券コード及び企業財務データベースにおいて独自に付与された業種コードを基に

して，これを基準に産業分類を行った。採用した産業分類は 18 業種からなり，その内

容は表 5 のとおりである。 

 

                                                  
7 ここでは，これら公的研究機関の前身である，科学技術振興事業団（現在の科学技術振興機

構），工業技術院（現在の産業技術総合研究所）などの特許も，後継機関による特許とひとまと

めにしてカウントしている点に注意されたい。 
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表 5 産業分類 

＃  産業分類 

1  食料品 

2  繊維品 

3  紙・パルプ 

4  出版・印刷 

5  化学工業 

6  医薬品 

7  石油精製 

8  ゴム製品 

9  窯業・土石製品 

10  鉄鋼 

11  非鉄金属 

12  金属製品 

13  一般機械 

14  電気機械器具 

15  輸送用機械器具 

16  精密機械器具 

17  その他製造業 

18  非製造業 

(注) 企業財務データベース（日本政策投資銀行による。上場企業のみ対象。）に

基づく。 

 

表 5 の産業分類にしたがって，上場企業のみを対象にして，これら 18 業種のうちバ

イオ特許の出願件数が多い上位 8 業種について図示したものが図 8 である。図 8 から

分かることは，上場企業では，化学・食品などに属する企業がバイオ特許の主要な出

願人となっていることである。医薬品産業は 1999 年に急激に出願件数を増やしたもの

の，それ以前では，化学・食品など伝統的技術（発酵・化学合成など）に優位性を持

つ大企業によって積極的にバイオ特許が出願されてきたことが窺われる。 

また，電気機械産業において 1990 年代後半から特許出願が増加傾向にある点も注目

される。これは，近年，バイオテクノロジー分野の研究において，バイオインフォマ

ティクス等情報技術に依存する部分が増えてきていることに起因するものと考えられ

る。 
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図 8 上位８産業によるバイオテクノロジー関連の特許出願件数 

（上場企業のみ） 
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このような産業別出願件数の動向は，欧米のそれとは大きく異なっている。また，

特許庁(2003)でも指摘されているように，欧米ではバイオ特許の多くはベンチャー企業

を含んだバイオ医薬品産業及び大学・公的部門によって出願されている。しかし日本

では，医薬品産業以外の上場企業が主要な特許出願人となっているのであり，バイオ

ベンチャーのプレゼンスは相当に小さい8。これは日本の産学官連携を考える上でも記

憶に留めて置くべき事実である。 

 

 

                                                  
8 日本のバイオベンチャーの特許出願動向を分析した岡田他 (2003)を参照されたい。 



 19

第５章 各種指標から見た日本のバイオ特許の特徴 

5.1 分析で利用した特許指標 

経済分析において，特許の価値を表すものとして使用される主要な指標として，以

下のようなものがある。 

① 前方引用件数（当該特許が後願特許の審査官によって引用される件数） 

② 後方引用件数（特許の出願時に審査官によって引用された先願特許の引用件数） 

③ 特許ファミリーのサイズあるいは出願国数 

④ 出願時の特許請求項の数（クレーム数） 

⑤ 非特許文献に対する後方引用件数（いわゆる「サイエンスリンケージ」） 

⑥ 技術範囲 

これらのうち①～④の指標は，これまで特許価値のウェイトとして頻繁に経済分析に

利用されてきたものである。①の前方引用件数は，ある特許が引用されることは当該

特許が後願特許の参考になっているためという見方が可能であることから，いわゆる

当該特許の技術的価値を表す指標であるといえる。②の後方引用件数は，当該特許が

出願された際に参照された先願特許の数であることから，先行研究への依存度，いう

なれば技術の累積的な性質を表す指標であるといえる（当該特許のオリジナリティが

高ければ後方引用件数は少なくなると考えられる。）。③のクレーム数は，出願人が当

該特許について保護されることを期待する技術領域の数であり，いわば特許の保護範

囲の代理変数であるといえる。④の特許ファミリーは，簡潔にいうならば，一つの発

明に対して各国で設定された特許権といえる。また，⑤のサイエンスリンケージは，

近年，データベースの利用が容易になってきたことを反映して，産学間の技術スピル

オーバーを分析する際にしばしば利用されるようになってきた指標である9。また，⑥

の技術範囲は，当該特許に本報告書で利用する 19 の分類によるバイオ技術がいくつ含

まれているかを指標化したものである。当該指標が大きいほど，当該特許のクレーム

でカバーされる関連技術分野の範囲が広いことを意味する。 

本研究では，1991 年以降に日本に出願されたバイオ特許を対象として，上記６つの

指標を用いて日本のバイオ特許の特徴について分析する。本報告書で利用する主要な

変数の定義一覧は表 6 にまとめてある。 

 

                                                  
9 日本での最近の試みに Branstetter and Kwon (2004)，Tamada et al. (2004)がある。 
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正規化した前方引用件数

dciting 特許１件当たりの前方引用件数から，技術分野と年効果を考慮した前方引用件数の期待値を減じ，標準
化した指標。詳細は本文参照。

corp 民間企業による単独出願であることを示す

gov 政府機関による単独出願であることを示す

univ 大学及び高等専門学校（以下「大学」という。）による単独出願であることを示す

corp_corp 少なくとも2以上の出願人が民間企業であり，かつ行政機関・大学に属する出願人が共同出願人に含まれ
ない共同出願

corp1_gov 第一出願人が民間企業であり，少なくとも2以上の出願人が民間企業及び行政機関であり，かつ大学に属
する出願人が含まれない共同出願

gov1_corp 第一出願人が行政機関であり，少なくとも2以上の出願人が民間企業及び行政機関であり，かつ大学に属
する出願人が含まれない共同出願

corp1_univ 第一出願人が民間企業であり，少なくとも2以上の出願人が民間企業及び大学であり，かつ行政機関に属
する出願人が含まれない共同出願

univ_corp1 第一出願人が大学であり，少なくとも2以上の出願人が民間企業及び大学であり，かつ行政機関に属する
出願人が含まれない共同出願

pat_size 第一出願人による総特許出願件数

listed 出願人が上場企業か否かを示す

science_ratio 特許のサイエンス・リンケージの広がりを示す指標。「非特許引用件数」を「後方引用件数 + 1」で除して算
出。

tech_scope
それぞれの特許の特性を示す技術分野の総数により技術分野の範囲を表した指標。技術分野は，特許庁
が2003年にIPCといくつか関連するキーワードを基に定義した19の技術分類を利用している。技術分野の
詳細は表２参照。

jp_only 日本の特許庁が単独で管轄していることを示す。 日本の特許庁が単独で管轄している特許については前
方引用がほとんどなされないという事実を踏まえた制御変数。

fam_size
DWPIで同等のものとされた特許（特許ファミリー）の数。DWPIの定義によれば，同じファミリーの特許で
あっても同一の優先日を持つとは限らないが，特許ファミリーには関連した発明のほか同一の発明も含ま
れている。

claim 特許請求項の数（クレーム数）

fwd_cites 前方引用件数

bwd_cites 後方引用件数と非特許引用件数の合計

D99(or D98) 優先年が1999年（又は1998年）以降であることを示す。産学官連携に関する主要な政策が1998年以降に
集中していることを踏まえている（表１参照）。

政策転換に関するダミー変数

表６　変数の定義

その他の出願人に関する指標

複数人出願

単独出願

特許の特性を表す指標
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これらのうち特許価値と密接に関連すると考えられるのが，前方・後方引用件数，

クレーム数及び特許ファミリーである。後方引用件数とクレーム数は，出願人及び特

許審査官の意思決定をある程度反映しており，また出願後早期に明らかになる指標で

ある。したがって，研究開発プロセスの比較的初期の段階における個別の出願人や特

許審査官の主観的評価をある程度反映しているといってよい。本研究で利用している

クレーム数は，出願時（優先権主張時）の出願人によるクレーム数であり，登録時に

は出願時よりも減少する可能性があるものである。加えて，クレーム数は IIP データ

ベース上のデータの欠落により，実際のデータ・セットより小さな値となっている。 

次に，ファミリーサイズについて述べる。特許権は属地主義に基づいて権利が定ま

るので，複数国にまたがって権利保護を受けようとする場合には，各々の国ごとに出

願しなければならない。日本企業が海外に出願する場合には，特に翻訳作業に伴うコ

ストが大きいといわれている。このコストの存在のため，出願国数は当該特許への主

観的評価を表すよい指標とみなすことができる。 

一方で，特許ファミリーとは，同一の優先権を有する特許と定義されており，原則

的に，一つの発明に対して一つのファミリーとなるため，一つの発明に対して（各国

で）設定された特許権と解釈する場合もある。本報告書で利用したデータベースであ

る DWPI（Derwent World Patents Index）では，優先権情報のみでなく，請求項の内容に

基づいてファミリーを定義している。個々のクレームの内容を専門家がすべて目を通

したうえで，同一クレームであるか否かを判断してファミリーを定義しているもので

ある。本研究におけるファミリーサイズとはこの特許ファミリーの数である。 

以上の後方引用件数，クレーム数及び特許ファミリーは，あくまでも出願人による

主観的な特許価値指標であり，政策導入により特許の価値（客観的価値）にどう変化

が生じたかを分析する本研究の趣旨に合致するものではない。 

一方，前方引用件数は，時間とともに当該技術が複数の出願人や審査官によって再

評価されていくプロセスを反映するので，技術的価値の客観的な指標として最も有望

である。ただし，時間とともに引用件数は増えるため，コーホート効果に伴う切断バ

イアス（truncation bias）を考慮する必要がある。そのため，本報告書では，Jaffe and Lerner 

(2001)及び Hall, Jaffe and Trajtenberg (2002)の手法に倣って，年次や技術分類ごとに異な

る引用性向を調整して平均ゼロとなるように正規化した。その詳しい手法については

次節で述べる。 
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5.2 前方引用件数の正規化 

本研究で用いた，前方引用件数の正規化の手法について述べる。特許１件ごとの価

値は大きく異なっており，また引用件数にはコーホート効果が伴う。そこで，Jaffe and 

Lerner (2001)，あるいは Hall, Jaffe and Trajtenberg (2002)の手法に倣い，技術分野 k（ k =1, 

2, …, K ）の t  年（ t =1, 2, …, T ）における特許 1 件あたりの前方引用件数と，「参

照基準」となる引用件数との差を，ここでは「正規化された引用件数」（平均ゼロ）と

定義する。変数の構成手法の詳細は下記のとおりである。 

まず，特許 i  が得た総引用件数を iC と表記する（表記を簡潔にするために時間を

表す添字は省略）。また，技術分類 k に相当する特許の際には 1，それ以外の技術分野

の場合にはゼロをとる変数 ikf を定義する。これより，特許 i の技術範囲を表す代理変

数（ iscopepat_ ）を 

(1) ∑
=

=
K

k
iki fscopepat

1
_  

と定義する。これは，各特許の技術特性を，関連する技術フラグの数の単純和で表し

たものである。この技術範囲の指標を利用して，技術分類 k における特許 i  のウェ

イトを下記のように定義する。 

i

ik
ik scopepat

f
g

_
=  ( 1/1 ≤≤ ikgK ) 

これより，技術分野 k におけるウェイト付けされた引用件数を 

 ∑=
tn

i
ikikk gCC  

と定義する。ここで， tn は t 年における総特許件数である。 t 年における総引用件数

は， t 年におけるすべての技術領域に関する引用件数 kC の総計と一致する。 

ほとんどのバイオ関連特許は複数の技術フラグを持つ。それゆえ，各技術分野の引

用件数の期待値を 

∑
=

=
tn

i
ik

ke
k

f

CC

1
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と定義しよう。これより，各特許における期待引用件数を 

( )∑
=

=
K

k

e
kik

e
i CfC

1
  

と定義できる。最後に，引用件数を正規化するために，実際の引用件数と期待引用件

数の差をとる。すなわち， 

(2) e
iii CCdciting −=  

である。この正規化によって，技術特性による引用件数の差が調整される。また，こ

の平均値は各年ともにゼロであるから，年次別の効果（コーホート効果）もこの指標

には含まれていない。ただし，標準偏差は大きく，回帰分析などを行う際には，不均

一分散に注意する必要がある。 

 

5.3 出願人タイプと特許指標 

特許指標の基本統計量をまとめたものが表 7，出願人タイプ別に主要な特許指標を

まとめたものが表 8 である。まず，正規化した特許引用件数（dciting）をみると，企

業によって出願された特許が，単独・共同を問わずもっとも価値の高い特許を生み出

している。同様の傾向は前方引用件数においてもみられる。一方，公的研究機関は，

一機関あたりの特許出願件数は多いものの，平均的な特許価値は低い。また大学は一

機関あたりの出願件数は少なく，また平均的価値も低い。ただし，これら比較はあく

までも平均値によるものであり，標準偏差が大きいことを考慮すると，個別の特許価

値や出願人属性を十分に考慮して分析する必要があることに注意すべきである。 
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Obs  Mean  Std. Dev. Min  Max  

単独出願

corp 30350 0.71 0.45 0 1

gov 30350 0.05 0.22 0 1

univ 30350 0.03 0.18 0 1

複数人出願

corp_corp 30350 0.047 0.21 0 1

corp1_gov 30350 0.011 0.10 0 1

gov1_corp 30350 0.018 0.13 0 1

corp1_univ 30350 0.021 0.14 0 1

univ1_corp 30350 0.015 0.12 0 1

出願人の特性を表す指標

pat_size 30350 16.33 24.19 1 191

listed 30350 0.55 0.50 0 1

特許の特性を表す指標

pat_scope 30350 2.10 1.50 1 14

jp_only 30350 0.71 0.45 0 1

science_ratio 30350 0.08 0.20 0 0.98

特許価値指標

dciting 30350 0.00 3.89 -15.24 146.77

fwd_cites 30350 1.10 4.06 0 148

bwd_cites 30350 2.26 7.37 0 347

fam_size 30350 2.21 2.63 1 68

claim 27605 7.59 8.36 1 223

Variable

表7  基本統計量
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Assignee Types Observation
(obs. for claim ) dciting pat_size pat_scope jp_only science_ratio fwd_cites fam_size claim bwd_cites

0.05 15.70 2.04 0.72 0.08 1.22 2.28 7.47 2.54
(4.18) (17.80) (1.45) (0.45) (0.19) (4.34) (2.80) (8.43) (8.13)

-0.20 50.86 2.55 0.70 0.08 0.47 1.96 8.52 1.00
(1.74) (59.14) (1.69) (0.46) (0.21) (1.81) (1.57) (9.00) (3.22)

-0.11 4.49 2.44 0.63 0.10 0.58 2.05 8.62 1.25
(1.96) (4.58) (1.62) (0.48) (0.22) (2.02) (2.04) (9.43) (3.36)

0.10 9.40 1.74 0.76 0.06 1.15 2.11 6.91 2.53
(3.30) (11.70) (1.13) (0.43) (0.16) (3.50) (2.35) (7.26) (6.97)

-0.27 9.42 2.51 0.71 0.06 0.48 1.73 7.55 1.09
(1.48) (12.09) (1.86) (0.46) (0.17) (1.51) (1.70) (7.05) (3.59)

-0.20 24.65 2.10 0.75 0.08 0.66 1.85 7.43 1.47
(1.79) (33.39) (1.48) (0.43) (0.20) (1.86) (1.78) (7.60) (4.02)

-0.34 10.44 2.30 0.65 0.10 0.79 2.03 8.55 1.61
(2.12) (12.23) (1.64) (0.48) (0.21) (2.33) (2.04) (9.51) (4.71)

-0.04 2.01 2.28 0.74 0.07 0.92 1.89 8.03 1.26
(3.52) (2.42) (1.59) (0.44) (0.19) (3.81) (1.96) (6.37) (3.81)

（注）１　日本を優先国とし優先年が1991年から2002年のバイオテクノロジー関連特許が対象。

　　　２　クレーム数のサンプルはIIPデータベースの欠落により，実際より少ない。

　　　３　カッコ内は標準偏差。

corp1_univ

21664
(19983)

1611
(1412)gov

univ

corp_corp

corp1_gov

表８　特許指標の出願人タイプ別基本統計量

gov1_corp 536
(471)

univ1_corp 460
(430)

995
(833)

1420
(1307)

323
(265)

636
(535)

corp

 

 

これら以外の指標のうち，サイエンスリンケージ指標（science_ratio）は，大学特許

がもっとも高くなっており，大学がより基礎科学に近い研究を行っていることをある

程度反映しているといえそうである。また，技術範囲指標は，企業による共同出願の

ケースでもっとも低い値となっている。企業同士の共同研究開発では，よりフォーカ

スの絞られた研究テーマが選定されていることを示唆している。 

 

5.4 特許指標の相関 

各種特許指標間の相関係数を表 9 にまとめている。jp_only と science_ratio の間に強

い負の相関があるが，これは，science_ratio の値中に含まれる非特許文献の後方引用が

日本の特許庁の管轄下における特許でみられないためであると考えられる。 

特許価値指標においては，dciting，fwd_cites，fam_size，bwd_cites の間で正の相関が

強いため，今回の分析では，fwd_cites，fam_size 及び bwd_cites を説明変数に導入する

ことを見合わせた。 
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第６章 実証分析 

6.1 分析のフレームワーク 

われわれは，第一出願人の固定効果（fixed effects）をコントロールする。個々の出願

人属性が特許価値と強い相関を持つことは大いに予想されるところである。ところが，

第一出願人は主要な発明者であるかもしれないし，単に研究資金の主要な出し手であ

るだけかもしれない。また，われわれは出願人の順序に関して，何ら追加的情報を利

用することができない。しかし，第一出願人が主要な共同研究者である可能性を否定

する強い材料があるわけでもない。したがって，回帰分析では，この観察不可能な第

一出願人の固定効果をコントロールすることとする。すなわち，われわれの基本的な

推計モデルは， 

(3) jti
U

ti
G

titi
U

ti
G

ti
C

tijtijjti uDDDDDDXcY ),()()()()()()(),(),( )(99 ++×+++++= ξςδγβα , 

である。ここで jtiY ),(  は第一出願人 j によって t 年に出願された特許 i の正規化され

た前方引用件数，列ベクトル jtiX ),(  の各要素は個々の特許の属性が特許価値に与える

影響を測るための変数， )(99 tiD は特許 i の優先権主張年が 1999 年以降である場合に

１，それ以外ではゼロをとるダミー変数，また， jtiu ),(  は誤差項である。 

このスペシフィケーションでは，第一出願人によって観察期間内のすべての年にわ

たって出願された特許をプールしたデータにおけるクロスセクショナルなバリエーシ

ョンを利用していることになる。ここで個別効果（ jc ）を含めているのは，上述のよ

うに第一出願人の観察不可能な属性をコントロールするためである。すなわち， jc  は

特許間で変動しない第一出願人のすべての属性を捉えるものである。たとえば，各出

願人に固有なイノベーション能力や，特許権を出願し管理する法的部門の能力などで

ある10。 

ここで関心をもつべきパラメーターは，基本的には被説明変数である ijtY と出願人属

性ダミーである )(tiD とのクロスセクショナルなバリエーションに依拠したものである。

)(tiD は，優先権主張年 tにおける特許 i の出願人タイプを表す行ベクトルである。 )(tiD

の上付き添字が特定の出願人属性に該当する。したがって，ある特許が一企業によっ

て出願され，かつ公的研究機関や大学に属する共同出願人が存在しないならば，これ

を C
tiD )( と表記する。また，ある特許が公的研究機関によって出願され，かつ大学に属

                                                  
10 すなわち，本報告書では，特許出願に関わる「学習効果」（learning to patent）を明示的に考

慮していない。このような観点からの研究として Mowery et al. (2002)を参照のこと。 
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する共同出願人が存在しないならば， G
tiD )( と表記する。同様に，特許が大学によって

出願され，かつ公的研究機関に属する共同出願人が存在しない場合には U
tiD )( である。

より正確には，各出願人タイプダミーを以下のように定義する。 

(4)   )_   ,( )()()( titi
C

ti corpcorpcorpD =  

(5)  )_,_  ,( )()()()( tititi
G

ti govcorpcorpgovgovD 11=  

(6) .)_,_  ,( )()()()( tititi
U

ti univcorpcorpunivunivD 11=  

これらのダミー変数を利用することにより，特定の出願人タイプが特許価値に及ぼす

影響を分析できる。第一出願人に関する固定効果モデルのもとでは，これらダミー変

数の係数は，これら特定の出願人タイプの特許価値へのインパクトを，すべての特許

に掛かる同一の出願人タイプの出願特許の平均的価値と比較した値を与える。たとえ

ば， )(ticorp の係数は，政府や大学の共同出願人がいない企業特許の価値をすべての企

業特許と比較した場合のインパクトを測っていることになる。同様に， )(_ ticorpgov1 の

係数は，公的研究機関が第一出願人で企業が共同出願人となっている場合に，すべて

の公的研究機関の特許の平均的価値と比較したインパクトを測っていることになる。

このように，第一出願人が誰であるかが，われわれの推計モデルでは基本的に重要な

要素となっているのである。 

 また，公的部門へのプロパテント政策の効果をみるために，年ダミー ( )(99 tiD ) と

公的部門の出願人タイプダミーとの交差項を導入する。すなわち，年ダミー )(99 tiD と

G
tiD )(  及び U

tiD )( との交差項を上記(１)式に導入する。 

 

6.2 推計モデル 

推計モデル(3)式における列ベクトル jtiX ),( に含まれる主要な説明変数として，以下

の諸変数を利用する。すなわち， 

 (7)  )_  ,_ ,_( ),(),(),(),( jtijtijtijti ratioscienceonlyjpscopepatX =  

である。これら変数の効果は，観察期間（1991 年～2002 年）内で，特許 i の出願人 jに

基づきプールされたクロスセクショナルなバリエーションを利用して推計される。ま

た，以下の諸変数からなる列ベクトル )(tjX も説明変数に利用する。すなわち， 

 (8) )  ,_( )()()( tjtjtj listedsizepatX =  
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である。実は，(8)式に含まれる各説明変数は特許 i を通じて出願人 jごとに不変である。

しかし，これら変数は，観察期間を通じて不変ではない。なぜならば，第一出願人 jの

優先権主張年ごとの総出願件数，公開市場への上場の地位ともに観察期間を通じて一

定ではないからである。したがって，(3)式の第一出願人 j の固定効果を取り入れたス

ペシフィケーションのもとでも，これら説明変数のパラメーターを推計することは可

能かもしれない。 

 前節までの説明で，これら(7)式や(8)式の各説明変数の定義や，あり得うべきインパ

クトについては既に前節までに議論済みである。また，5.2 節の(2)式として被説明変数

である正規化された前方引用件数（ jtidciting ),( ）を既に定義している。これら定義式

を利用して，推計式は以下のようにまとめられる。 

.)__                                             

__(99                           

__                           

__                           

_                           

_                           

___ 

),()(3)(2)(1

)(3)(2)(1)(

)(3)(2)(1

)(3)(2)(1

)(2)(1

)(5)(4

),(3),(2),(1),(

jtitititi

titititi

tititi

tititi

titi

tjtj

jtijtijtijjti

corpunivunivcorpuniv

corpgovgovcorpgovD

corpunivunivcorpuniv

corpgovgovcorpgov

corpcorpcorp

listedsizepat

ratioscienceonlyjpscopepatcdciting

εξξξ

ςςς

δδδ

γγγ

ββ

αα

ααα

++++

++×+

+++

+++

++

++

+++=

11

11

11

11  

5 節ですでに説明したように，年効果（あるいは前方引用におけるコーホート効果）

及び技術特性に基づく引用件数の差異についてはすでに調整済みである。したがって，

上記の推計式には，年ダミーや技術ダミーは含まれていない点に注意されたい。なお，

プロパテント政策の効果を測るためのダミーとしては，1999 年を基準とする )(99 tiD ，

または 1998 年を基準とする )(98 tiD のいずれかを推計では利用する。政策変更時点に

ついては，2 節で議論したように若干の時間的広がりがあるため，ここでは頑健性を

測る目的のみのため，1998 年と 1999 年の２つの時点に注目することとした。 

 正規化された被引用件数（ jtidciting ),( ）は単なる特許件数のようなゼロを含む自然

数ではない。また，誤差項は i.i.d.と仮定されている。したがって，以下ではポワソン

モデルは利用せず，通常の最小二乗法（OLS）によるパネル推計法を適用する11。 

ただし，回帰誤差は一定であるとはいえない。説明変数と誤差項が相関を持つこと

                                                  
11 第一出願人によってクラスタリングした推計モデルも種々試みたが，満足すべき結果は得ら

れなかった。第一出願人の固定効果が推計結果を大きく左右しているように思われた。したが

って，第一出願人の観察可能な効果のみでなく何らかの観察できない効果（固定効果）をも考

慮した推計モデルを設定する必要があると判断した。 
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になる不均一分散の効果を考慮するため，推計結果の検定においては不均一分散に対

して頑健な標準誤差（robust standard errors）を利用する。なお，総サンプル数は 30,350

であり，第一出願人の数は 3,577 である12。 

 

6.3 分析結果 

 分析結果は表 10 にまとめて表示している。観察期間は 1991 年から 2002 年である。

すべての推計式は，第一出願人による固定効果モデルを利用している。 

なお，固定効果モデルは，通常のハウスマン検定によって支持される。また，表で

は不均一分散に対して頑健な標準誤差が示してある。 

表 10 の推計結果より，第一出願人に関する企業ダミーである corp はすべての推計

モデルにおいて有意に正である。すなわち，すべての企業特許の平均的価値と比較し

て，企業が公的機関や大学と共同で出願しなかった特許の価値が高いことを意味して

いる。また，企業同士の共同出願ダミーである corp_corp も有意に正である。これは，

民間企業によって出願されたすべての特許と比較して，第一出願人である企業が，大

学や公的機関でなく他の企業と共同で出願した特許の平均的価値が高いことを意味す

る。すなわち，これら結果は，民間企業の特許においては，公的部門や大学と共同で

出願しなかった特許の価値が平均的に高いことを意味している。 

 一方，公的機関による特許に関するダミーである gov の係数は，推計モデル(3)を除

いて，負であるが統計的に有意でない。大学特許ダミーである univ の係数もすべての

スペシフィケーションにおいて負であるが，統計的に有意でない。このように，純粋

に公的部門によって出願された特許が平均的に高い価値を持つとは言えそうにない。 

公的研究機関と民間企業による共同出願特許に関しては，企業を第一出願人とする

特許に関するダミーである corp1_gov が正で有意となった。すなわち，すべての企業

特許の平均的価値と比較して，企業が第一出願人かつ公的研究機関が共同出願人であ

る特許の価値は高いという結果になった。これは，日本でよく行われてきた政府支援

型共同開発研究に相応の効果があった可能性を示唆している。この点はすでに多くの

先行研究で指摘されてきた点でもある13。なお，その他の出願人の組み合わせに関する

                                                  
12 2002 年に優先権を持つ特許（1,726 件）を除いた推計をも試みた。特許の出願公開には 18
ヶ月のラグがあるので，われわれのデータ・セットでは 2002 年 9 月以降に出願された特許につ

いてはカバーされていない。しかし，ほぼ以下の推計結果と同様の結果が得られた。 
13 Kneller (2003) 及び Walsh and Cohen (2004)は，日本の産学官連携による共同研究開発では，

民間部門が特許出願を先導し公的機関は共同出願人あるいは共同発明人として名を連ねるケー

スが多いと指摘している。 



 31

ダミーについては有意な結果は得られなかった。 

説明変数 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

出願人タイプ

0.475*** 0.499*** 0.357** 0.500*** 0.475*** 0.500***
(0.180) (0.181) (0.178) (0.181) (0.180) (0.181)
-0.062 -0.166 -0.386*** -0.169 -0.078 -0.159
(0.132) (0.137) (0.141) (0.136) (0.152) (0.154)
-0.213 -0.158 -0.341 -0.161 -0.124 -0.070
(0.339) (0.335) (0.341) (0.335) (0.413) (0.409)
0.469** 0.481** 0.389* 0.499** 0.469** 0.498**
(0.202) (0.203) (0.202) (0.205) (0.202) (0.205)
0.481** 0.463** 0.396* 0.465** 0.468** 0.448**
(0.214) (0.213) (0.218) (0.213) (0.215) (0.214)
-0.026 -0.023 -0.211* -0.022 -0.011 0.042
(0.121) (0.120) (0.119) (0.127) (0.121) (0.126)
0.156 0.165 0.099 0.167 0.173 0.185

(0.207) (0.208) (0.206) (0.208) (0.206) (0.207)
0.318 0.323 0.196 0.369 0.341 0.378

(0.356) (0.355) (0.357) (0.351) (0.355) (0.350)

特許に関する指標

-0.365*** -0.345*** -0.317*** -0.345*** -0.365*** -0.345***
(0.030) (0.029) (0.030) (0.029) (0.030) (0.029)

-2.044*** -2.482*** -2.482*** -2.045*** -2.483***
(0.098) (0.085) (0.085) (0.098) (0.085)

1.607*** 4.276*** 1.605***
(0.268) (0.227) (0.268)

出願人に関する他の指標

-0.009*** -0.007*** -0.009*** -0.008***
(0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

-0.097 -0.093
(0.125) (0.125)

政策効果

0.243** 0.443*** 0.579*** 0.445*** 0.237* 0.377***
(0.118) (0.130) (0.133) (0.130) (0.137) (0.141)
-0.071 -0.119 0.034 -0.120 -0.194 -0.238
(0.175) (0.175) (0.275) (0.278) (0.373) (0.374)
0.352 0.287 0.386 0.287 0.536** 0.505**

(0.319) (0.337) (0.281) (0.337) (0.237) (0.241)
0.051 0.031 -0.056 0.024 -0.133 -0.156

(0.222) (0.215) (0.231) (0.215) (0.254) (0.256)
0.108 0.116 0.095 0.116 -0.063 -0.071

(0.243) (0.242) (0.227) (0.242) (0.230) (0.223)
0.039 -0.013 0.257 -0.006 -0.162 -0.038

(0.356) (0.182) (0.294) (0.358) (0.368) (0.360)

1.722*** 2.244*** 0.166 2.295*** 1.723*** 2.286***
(0.169) (0.182) (0.157) (0.193) (0.169) (0.193)

   Observations 30350 30350 30350 30350 30350 30350
   Number of assignees 3577 3577 3577 3577 3577 3577
   R 2 0.082 0.074 0.046 0.074 0.082 0.074
   F 52.09*** 52.34*** 22.72*** 49.44*** 52.51*** 49.84***
   Hausman  36.82***  141.53*** 884.89*** 122.87***  57.89***  169.06***

（注）１　カッコ内は不均一分散をロバスト修正した標準偏差。

　　　２　すべての分析は第一出願人による固定効果モデルで推計を行った。

　　　３　*, **, *** はそれぞれ，10％，5％，10％有意を示す。

year dummy = D98year dummy = D99

   univ

   corp_corp

   listed

   pat_scope

   jp_only

   science_ratio

   pat_size

Constant

   gov  ☓  year dummy

   univ  ☓  year dummy

   gov1_corp  ☓  year dummy

   univ1_corp  ☓  year dummy

   corp1_gov  ☓  year dummy

   corp1_univ  ☓  year dummy

表10　   Panel regressions: patent values and assignee types, 1991-2002

被説明変数  :  正規化した前方引用件数  ( dciting  )

   gov1_corp

   univ1_corp

   corp1_gov

   corp1_univ

   corp

   gov
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政策効果に関しては，すべてのスペシフィケーションにおいて，公的研究機関によ

って出願された特許にプロパテント政策が与えた効果( 99Dgov× )が強く正に有意とな

った。政府特許の価値は平均的に見ると高いとはいえないが，公的部門へのプロパテ

ント政策の導入以降は，その価値が増加しつつあることを示唆している。一方，大学

によって出願された特許については，政策導入前後での特許価値の有意な変動は見ら

れなかった。 

政策ダミーを 1998 年基準（D98）とした場合の結果が(5)列と(6)列に示してあるがお

おむね同様の結果となった。ただし，大きな相違点は， 98_1 Dgovcorp × の係数が有意

に正となったことである。すなわち，もし政策変更時点を 1998 年とした場合には，企

業を第一出願人とする特許のうち公的研究機関と共同出願されたものについては，公

的部門へのプロパテント政策が特許価値を高めるように作用したことになる。この事

実にはいくつかの解釈が可能であるが，企業と公的研究機関の共同研究開発に対して

は，プロパテント政策が迅速に影響を与えた可能性を示唆しているといえよう。 

 以上の結論を簡潔に要約しておこう。1990 年代後半以降，公的研究機関による特許

価値は，プロパテント政策の導入以降に増加した。日本の公的部門へのプロパテント

政策は，政府系研究機関に対しては，その効果をちょうど発揮し始めたところである

といってよい。しかし，大学による特許については，その研究者の特許出願行動に有

意な影響は与えていないように思われる。日本の大学の組織的・制度的特徴が，その

理由ではないかと考えられる。この点については終節で触れることとしたい。 

 他の説明変数については，おおむね良好な説明力を持つことが分かった。特許範囲

（pat_scope）の係数は有意に負であった。技術的にフォーカスが絞られた特許の価値

が比較的高いことを意味している。この結果は，いくつかの先行研究とは矛盾する結

果であるように見えるかもしれない。例えば，Lerner (1994)は，特許範囲が広い特許を

出願しているバイオテクノロジー企業の価値が高いという結果を得ている。また，

Lanjouw and Schankerman (1997)は，特許範囲の広さと，当該特許が侵害訴訟を提起さ

れる確率との間には有意な関係がなかったと報告している。価値の高い特許ほど侵害

訴訟を起こされる確率が高いとみなせば，特許範囲と特許価値との間には有意な関係

がなかったことになる。さらに，Harhoff et al. (2003) もドイツ特許の価値と特許範囲

との間には有意な相関はなかったと報告している。いずれにせよ，特許範囲が狭いほ

ど特許価値が高くなるという先行研究は，筆者らの知る限りないようである。ただし，

ここで注意すべきは，これら研究における特許範囲の定義は異なっており，また，対
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象となる技術分野の定義の仕方も異なっていることである。少なくともいえることは，

特許範囲の定義の仕方が，その特許価値に与えるインパクトの計測に大きな影響を与

えているということではないかと思われる。 

 その他の説明変数については，jp_only の係数は負で強く有意となった。日本にのみ

出願された特許価値が低いことは予想通りである。また，特許出願における規模効果

（pat_size）の係数は有意に負であり特許価値と負の相関をもっていた。これは多産な

特許出願者の平均的特許価値は低いことを示唆している。また，サイエンスリンケー

ジ指標（science_ratio）に関する係数は正で有意であった。ただし，この指標は，jp_only

と強い負の相関を持っており，多重共線性の疑いが残る。ただし，各々を別々に推計

式に導入した(2)式・(3)式でも同様の符号であり，統計的有意性にも違いはなかった。

上場企業であるか否かに関するダミー（listed）の係数の符号は負であったが統計的に

は有意でなかった。上場企業が特にバイオ特許の出願において有利であるとはいえな

い。 
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第７章 結語 

 本報告書では，1990 年代後半に導入された TLO 法や日本版バイ･ドール法など公的

部門に対して導入されたプロパテント政策が，バイオ特許の価値に如何なる影響を与

えたかを，民間企業・公的研究機関・大学等の出願人属性に注目して検討してきた。

われわれの分析によれば，これらプロ･パテント政策は，大学研究者が自らを出願人と

して「重要な」研究成果を特許化するように促してはいない。一方，公的研究機関が

出願人である特許については，プロパテント政策の導入以降，その価値を高めつつあ

ることが確認できた。すなわち，日本の公的部門を対象としたプロパテント政策は，

公的研究機関の研究者と大学に属する研究者の出願性向に対して，各々異なる影響を

与えていたことを示唆する。 

プロパテント政策に対するこの非対称的な対応をもたらした要因は，本報告書の分

析のみからは必ずしも明らかでない。大学及び公的研究機関をとりまく制度的・組織

的な違いにさらに注目して検討する必要があるといえよう。この点について，推測的

ではあるが，ややポーレミックに筆者らの見解を最後に述べておくこととしたい14。 

日本の公的研究機関は，1996 年に第一次科学技術基本計画が導入されて以来，監督

官庁から特許出願・特許ライセンシングを強く促されてきたように思われる。実際，

特許出願・取得件数や特許ライセンスの実績は，毎年行われる外部評価の指標として，

多くの公的研究機関に取り入れられるようになってきた15。また，これら機関の外部評

価は，間接的ではあれ，研究予算の配分にある程度まで影響を与えてきたように思わ

れる16。また，公的研究機関は，研究計画の策定や研究組織の運営について，所管官庁

の影響を強く受ける立場にもある。 

 一方，大学では，特許取得は学術研究の主要な成果とも目標とも見なされていない

                                                  
14 以下の記述は，一部，Okada et al. (2006b)及び岡田 (2006)に依拠している。日本の大学の特

許出願件数が増加した背景には，研究資金，寄付，研究者雇用，委託研究などについて数多く

の制度整備が進められてきたからといってよい。しかし，依然として，日本の大学をとりまく

環境は，産学官連携を促進するに十分とはいえないように思われる。 
15 大まかな評価指針については，「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方につ

いての大綱的指針」（1997 年 8 月内閣総理大臣決定）及び「国の研究開発評価に関する大綱的

指針」（2001 年 11 月内閣総理大臣決定）を参照のこと。研究開発に関する政策評価の構造につ

いて，より詳しくは松原 (2006)及び山田(2006)を参照されたい。 
16 研究評価は，2001 年に総合科学技術会議が設立されて以来，この会議の正式なミッションの

ひとつとなっている。この会議では個々の研究機関や所管省庁から提案される研究計画の事前

評価を行い，各々S，A，B，C の 4 段階に格付けしている。この格付けは，科学技術基本計画

の指針に添って行われるが，公的には予算配分上の権限や基準とリンクしたものではない。し

かし，この格付けは，所管官庁と財務省との予算折衝の際にある程度の影響力をもっているよ

うに思われる。 
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印象が強い。日本の主要大学の多くは国立大学であり，文部科学省から強い指導を受

ける立場にはあるものの，大学研究者の多くは学術論文の執筆・出版を最重要の目標

としている。プロパテント政策で先行した米国においても，多くの主要大学の研究者

に対して行ったサーベイ調査で，同様の傾向が強く見られることが報告されている

（Mowery et al., 2001; Agrawal and Henderson, 2002）。 

 バイオメディカル分野は，公的部門の役割がきわめて重要であることは間違いない。

大学や公的機関が担う基礎研究の役割が極めて高いからである。しかし，基礎研究の

成果が商用化に結びつきまでには数多くのステップがある。その際，事前的に決めら

れた研究成果の所有権の配分ルールが，事後的な共同研究開発のパフォーマンスを左

右する可能性がある（Aghion and Tirole, 1994）。特許取得を重視した産学官連携では，

大学や公的研究機関におけるオープン・サイエンス、プライオリティ優先というアカ

デミア特有の行動規範と、民間研究開発部門におけるミッション志向、商用化・専有

化志向という行動規範との融合を如何に図るかが重要なポイントとなるのである。 

科学的知識の生産と移転はさまざまな形態をとりえる。それは研究分野，研究組織，

研究パートナーその他の要因によっても左右される。したがって，バイオメディカル

分野への公的支援の形態も単一の処方箋はありえない。特許は手段であった目的では

ない。プロパテント政策においても，公的部門の制度的・組織的特徴を十分考慮した，

ケースバイケースの対応が必要であることを強調しておきたい。 

 本報告書の分析に残された課題は多い。第 1 に，われわれの分析では特許指標に焦

点をあわせてきたが，特許指標は必ずしも研究成果のすべてを反映した指標とはいえ

ない。特許化のインセンティブと科学研究のインセンティブの背後にある制度的要因

の違いはあまりにも大きい。それゆえ，本報告書の結論にも多くの留意点が残る。例

えば，産学官共同出願の増加を，「発明者」レベルでの効果的な共同研究の成果とみな

すことができるだろうか。本報告書の分析では，特許書誌情報に含まれる「発明人」

の情報はまったく利用してこなかった。しかし，発明人情報は，共同研究の実態を窺

う上で貴重な情報源となるであろう。そして，本報告書の出願人情報に基づく分析と

比較することによって，特許の帰属ルールと産学官共同研究との関わりについて，さ

らなる知見を得ることもできるだろう。今後の研究課題としたい。 

 第 2 に，本報告書の分析で利用した特許データの観察期間，とりわけプロパテント

政策導入以降の観察期間は，政策効果を高い精度で測るには未だ十分な時間が経過し

ていない。通常バイオメディカル分野の研究開発は，臨床研究・開発に至るまで長い



 36

時間を要することに鑑みると，なお継続的に分析を行う必要であるといえよう。 

 第 3 に，2001 年以降，日本の公的研究機関に対してドラスティックな組織改革が行

われてきた。例えば，国立研究機関（国研）等ほとんどの公的研究機関は，2001 年度

に「独立行政法人」に改組された。これは文字通りに解釈すれば行政機関からの独立

性が高まったといえるかもしれないが，依然として所管官庁の強い影響力が残ってい

る。一方，日本の国立大学は，2004 年度から「国立大学法人」に改組された。これは

行政機関と財団法人との中間的な法人という性格をもつ。ただし，これら研究機関の

改組の影響を検討するにはなおしばらくの時間の経過が必要である。 

最後に，根本的問題として，公的資金によって運営される研究機関が特許を取得す

ることは，そもそも望ましいのであろうか。日本のように，研究者の流動性が低く，

特許制度にもさまざまな問題があり，またバイオメディカル分野の研究開発における

米国の突出した競争力を考慮すると，事はそう簡単ではないように思われる。バイオ

のようにごく一部の技術分野では，特許権強化がイノベーションを活発にしているよ

うに見えるのは確かである。しかし，それは経済全体を通じて好ましい効果をもたら

すとは限らない。特に，技術の累積的性質が発明のインセンティブにもたらす影響，

技術市場の機能や特徴が技術の商用化にもたらす影響，特許訴訟をも考慮した社会的

コストの程度に十分に留意する必要がある。また，従来であれば特許の対象とはなら

なかったような大学等における基礎研究分野の成果が，公知（public domain）とはな

らなくなることの経済的帰結にも十分な考慮を払うべきである。特に多様性の利益の

観点からも，排他的権利として基礎的技術が専有化されることの弊害に十分に注意す

るべきである。これらは本質的に重要な点であるが，厳密な検討をするには公的部門

に関するさらに詳細な情報が必要である。今後に残された大きな課題である。 
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